
浦添市水道料金等Ｗｅｂ口座振替受付サービス導入業務委託仕様書 

 

１ 取扱業務の内容 

本業務は、浦添市（以下「本市」という。）が徴収する水道料金等を納付する

ため実施している口座振替・自動払込（以下「口座振替等」という。）の受付を

インターネット上でも可能とするサービス（以下「Ｗｅｂ口座振替受付サービ

ス」という。）を業務委託するにあたり、必要な事項を仕様として次に定める。 

 

２ 委託業務の内容 

(1) 実施期間  契約締結日から令和５年２月２８日まで 

(2) 実施場所  浦添市が指定する場所 

(3) 業務内容  次に掲げる仕様を満たす内容とする。 

ア 受注者は、口座振替等の新規申込者がインターネット上で口座振替等を申

込むにあたり、利用規約の表示、税目・金融機関の選択、納付者情報の入

力、受付結果の表示といった申込から登録までの一連の作業を完了させる機

能を準備する。 

イ 受注者は、上記機能により口座振替等の申込みがあった際、㈱ＮＴＴデー

タが提供するネット口座振替受付ＧＷサービスへの接続を行ったうえで、対

象金融機関に新規申込者の口座情報の照会・登録依頼を行う。 

ウ 受注者は、対象金融機関への口座情報登録が完了した後、申込者と本市に

対し口座振替等登録結果を還元する。なお申込者に対しては、メール等によ

り通知する機能、あるいは受付完了を確認出来る機能を準備する。 

エ 受注者は、Ｗｅｂ口座振替受付サービスの実施にあたり、業務を円滑に開

始するため、次の事項にかかる準備を行うこと。なお、受注者は準備期間中

に生じた問題を解決するため、本市と協議のうえ、必要な措置を講じるもの

とする。 

(ｱ) 本市が別途契約する５(2)の金融機関と連携するために必要な接続サー

ビスがあれば間接契約を行う。また今後、金融機関を追加するときも対応

可能とする。 

(ｲ) 申込者の基本情報や対象科目の情報、口座情報等を入力する画面の準

備。 

(ｳ) 金融機関とシステム上の通信接続試験等を行い、業務開始までに口座

振替等登録結果を本市へ正常に引き継ぐための準備。 

オ 口座振替等の受付は、本市ホームページ並びに本市が利用するモバイル

アプリケーションと連携して受付できるものとする。 

 

３ 業務のスケジュール 

  受注者は、令和５年２月から申込者受付開始を前提とした全体のスケジュー

ル・業務運営体制を本市へ提出する（様式任意）。ただし、開始時期を変更する

場合には、本市及び受注者間で別途協議する。 



 

４ 実施体制 

委託業務の実施にあたって、以下の事項を遵守すること。 

(1) 業務従事者の中から本市との情報共有、業務の進捗・課題管理を行う責

任者を１名選任し、書面にて事前に本市へ通知すること。 

(2) 受注者は本業務を自ら行い、事前の承認がなければ、第三者にその処理

を委託してはならない。 

５ サービスを構築するうえでの留意点 

(1) 対応するチャネルは以下のとおりとする 

パソコン、スマートフォン、タブレット端末等。 

(2) 対応する銀行 

琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、ゆうちょ銀行、コザ信用金庫、沖縄

県労働金庫。 

※金融機関数については、今後増減することがある。 

※金融機関の合併や名称変更がある場合は、本市と協議のうえ、随時対応する

こと。 

(3) サービス利用者 

(2)に対応する金融機関において、預金・貯金口座を有し、キャッシュカー

ドを保有しているもの（個人に限る）。 

(4) サービス提供日時 

24時間 365日（金融機関のシステムメンテナンス等の場合を除く） 

※メンテナンス等を実施する際は、受注者は本市に対して事前に報告するこ

と。また、受注者はメンテナンス等の実施時期について、申込受付サイト上

に事前に記載すること。 

(5) 担当課、対象科目等と申込予定件数  

課名 科目名 件数 

営業課 水道料金等 390件/年 

※なお、担当課、対象科目については今後増加することがある。 

(6) 入力画面 

入力科目ごとに作成する。 

(7) 入力項目 

申込者（口座名義人）氏名（漢字）、申込者（口座名義人）氏名（カナ）、

申込者（口座名義人）（郵便番号）、申込者（口座名義人）（住所）、申込者

（口座名義人）（電話番号）、水道・下水道ご契約者との関係、水道・下水道

ご契約者氏名（漢字）、水道・下水道ご契約者氏名（カナ）、振替開始時期、

水道番号。 

※入力項目については、今後増減することがある。最終的な入力項目は本市

と協議する。 

(8) 登録結果の還元方法 



受注者は本市へ、口座振替等登録結果をＬＧＷＡＮ回線を使用して送付す

る。 

(9) 秘密の保持  

ア 受注者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約

終了後も同様とする。 

イ 業務の履行による個人情報の取扱いにあたっては、浦添市個人情報保護条

例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならな

い。 

ウ 受注者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記１「個

人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

(10) 障害対応 

 ア サーバ等重要な機器を堅牢なデータセンターに設置し、冗長化（二重化

等）するなど、大規模災害などに対しても信頼性の高いシステムを導入し、

障害発生時に早急な復旧が可能な状態にすること。 

 イ システム障害等によりサービス（口座振替等登録結果の還元を含む。）が

利用できない事象が生じた場合、受注者は、直ちに本市に報告するととも

に、復旧に向けた対応を行うこと。 

 ウ 復旧対応中は対応経過を随時報告すること。 

  エ 復旧後、サービスの利用が可能となった際には、直ちに本市に報告するこ

と。また、障害等の原因及び影響を調査し、再発防止策を講じるとともに、

その結果を速やかに本市に報告すること。 

 (11) セキュリティ対策 

ア 受注者は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱いについて

は、別記２「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

イ 受注者は、情報セキュリティマネジメントシステム ISO27001（ISMS認

証）又はプライバシーマークを取得していること。 

 (12) 業務計画の策定 

契約締結後速やかに、本業務全体の実施計画書を策定すること。計画には

次の項目を盛り込むこと。 

  ・業務スケジュール・管理体制 

  ・個人情報保護体制 

  ・入札時、提案書に記載した技術提案項目（ただし、本市が不適切と判断し

た項目を除く） 

 

６ 契約金額の支払い 

(1) 受注者は、委託業務を完了したときは、報告書等を発注者に提出しなけれ

ばならない。  

(2) 発注者は検査後、受注者からの適法な請求書を受けた日から 30日以内に支

払う。 

 



７ その他 

本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項について 

は、本市と受注者とが協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記１ 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１条 受注者は、この委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、浦添市個人情報保

護条例（平成 11 年 9 月 28 日条例第 15 号）を遵守し、個人の権利利益を侵害することの

ないよう努めなければならない。 

（個人情報の機密保持義務） 

 第２条 受注者は、この委託契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏

らしてはならない。この委託契約終了後も、同様とする。  

（受託目的以外の個人情報の利用の禁止） 

第３条 受注者は、この委託契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用

するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。  

（第三者への個人情報の提供の禁止） 

第４条 受注者は、この委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情

報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（再委託の禁止又は制限） 

第５条 受注者は、この委託契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に

再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。 

（適正管理）  

第６条 受注者は、この委託契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情

報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために

収集した個人情報についても、同様とする。  

（個人情報の複写又は複製の禁止） 

第７条 受注者は、この委託契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人

情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。  

（個人情報の無断持ち出しの禁止）  

第８条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者

の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) この委託契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。 

(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信（電気通信事業法第２条第１号に規定する

電気通信をいう。）を利用して、この委託契約により指定された作業場所以外の場所に送

信すること。 

（事故発生時の報告義務）  

第９条 受注者は、この委託契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等

の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったと

きは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。  

（個人情報の返還又は抹消義務）  

第 10 条 受注者がこの委託契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受

注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了

後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものと



する。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。  

（受託事業所への立入検査に応じる義務）  

第 11 条 発注者は、必要があると認めるときは、この委託契約の事務に係る受注者の受託

事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受注者に参考となるべき報告もしくは

資料の提出を求めることができる。  

２ 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはなら

ない。  

（損害賠償義務）  

第 12 条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれによ

り生じた損害を賠償しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記 ２  

情報システムに関する情報セキュリティ取扱特記事項 

 （基本的事項） 

第１条 受注者は、この契約に基づく業務（以下「本件業務」という。）を処理するに当

たっては、 適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに

関する適切な管理策を講じなければならない。 

 （定義） 

第２条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。  

（１）情報セキュリティ 情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することに

より、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ること

をいう。  

（２）機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないように

することをいう。  

（３）完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。  

（４）可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できる

ようにすることをいう。  

（５）情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピ

ュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだ

ものを指すものとする。  

（６）コンピュータウイルス等 コンピュータウイルス、ワーム、スパイウェアなどの

悪意のあるソフトウェアのことをいう。  

（情報セキュリティの維持、改善等） 

第３条 受注者は、発注者に納入している情報システム又は受注作業について、機密性、

完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならな

い。  

（１）コンピュータウイルス等に対するリスクを最小限にするために、ウイルス対策ソ

フトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持

されることを阻害してはならない。  

（２）常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、対応策を

講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に

納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するも

のとする。  

（３）本件業務に係る情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な

措置を講じなければならない。  

（４）その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議

の上、対応策を講じなければならない。  

２ 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければなら

ない。  



３ 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関

する書類を整備しておかなければならない。  

（情報セキュリティ事故への対応等）  

第４条 本件業務に関し情報セキュリティ事故が発生したときは、受注者は、直ちに、発

注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。  

２ 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなけ

ればならない。 

（情報セキュリティの管理体制）  

第５条 受注者は、第１条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者

と協議しなければならない。  

２ 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の

職及び役割を明確にしておかなければならない。  

３ 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報

セキュリティ事故に対する訓練を実施するものとする。  

（不要な記録情報の廃棄）  

第６条 受注者は、本件業務の遂行により発生した記録情報のうち、不要となったものに

ついては、直ちに、復元できないような形で廃棄しなければならない。  

２ 受注者は、前項の規定により不要な記録情報を廃棄したときは、書面をもって発注者

に報告するものとする。 

（報告の徴収及び立入検査等）  

第７条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応

じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。  

２ 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定し

た職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ

対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリ

ティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について

調査をさせることができる。  

３ 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに

応じなければならない。 

 


